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第 10 回農業委員会

（通算第 199 回）

令和4年2月21日

吉賀町役場　柿木庁舎　２階大会議室

開会

会長挨拶

議案

議案第1号 非農地証明書の交付申請について

議案第2号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第3号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第4号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について



 9時 事務局より欠席委員及び会議の成立について報告。 

 会長挨拶の後、議事録署名委員として三井利民委員、藤井和子委員を指名、議事に入る。 
  

議長 議案第 1 号 非農地証明書の交付申請について、を議題といたします。事務局、説明を

お願いします。 

 

事務局 議案第1号について説明します。 

農地の所在は沢田〇番、地目畑、面積〇㎡、所有者は〇さん、六日市の方です。非農地

の事由は昭和25年頃より耕作しておらず山林化しており、耕作不可能であり、また農地へ

の復旧は困難である、というものです。 

以上お願いします。 

 

議 長 事務局からの説明は、以上でございます。今回山林化につきましての調査をしなければ

ならない、という事でございます。 

今回の沢田の案件につきましての調査の方の委員さんのご指名をさせていただこうと思

います。 

非農地調査の現地調査の委員さんです。河口委員さん、橋本委員さん、正木委員さん、

この３名の方にお願いをいたしまして、現地を調査していただき、次の農業委員会の席に

おいて、ご発表いただくという形になろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

この、現地調査の書類については、事務局の方から、後ほど、皆さんの手元に届けると

ういう事になろうかと思いますので、書類を持って、現地確認していただきたいと思いま

す。 

  

議 長 議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請について、を議題とします。事務局説

明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第2号の1について説明します。 

農地の所在、沢田〇番 2、地目田、面積〇㎡、譲渡人は〇さん、六日市の方、譲受人は

〇さん、沢田の方です。 

申請地は沢田の大杉の東約200ｍの場所にある農地で、譲受人の居宅から徒歩3分です。 

譲受人は農作業歴11年で機械はトラクターを所有されておられるようです。 

沢田地区の下限面積は30aですが、取得後の経営面積が30a以上ありますので問題あり

ません。 

申請地は譲受人所有地の近隣にあり、地域の水利調整に参加し取り決めを順守する、農

地の利用調整に協力する、農薬の使用方法等について地域の防除基準に従う、とのことで

す。 

無償譲渡ということです。 

以上ご審議をお願いします。 

 

議 長 

 

 

河口委員 

 

 

 

 

議 長 

事務局の説明、終わります。この沢田の案件につきまして、地元委員さんに現場の方を

見ていただいております。河口委員さん、よろしくお願いします。 

 

先週の末に、本人に聞き取りと現地調査をいたしました。 

沢田ではよくある事ですが、20アールの田を何町かになっているところがございまして、

近所の田も耕作しているので、問題ないと思います。 

以上です 

 

 地元委員さんの発表がありましたが、この案件につきまして、ご意見のある方、挙手を

お願いいたします。 よろしいでしょうか？ 

 それでは、皆さんの採決の方を、よろしくお願いします。 

 この沢田の案件につきまして、賛成の農業委員さんの挙手を求めます。 



 はい、ありがとうございました。全員賛成ですので、認可いたします。 

 

議 長 議案第2号2について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第2号の2について説明します。 

農地の所在、田野原〇番 3、地目田、面積〇㎡、同じく〇番、田、〇㎡、譲渡人は〇さ

ん、鳥取県鳥取市の方、譲受人は〇さん、田野原の方です。 

申請地はヨシワ工業初見工場の北西約 600ｍの場所にある農地で、譲受人の居宅から徒

歩10分の場所にあります。 

譲受人は農作業歴40年で機械はトラクター、田植え機、コンバイン等を所有されておら

れるようです。 

田野原地区の下限面積は30aですが、取得後の経営面積が30a以上ありますので問題あ

りません。 

申請地はこれまで水田として利用されており、同様に水田として利用するため、周辺の

農地の農業上の利用に影響を及ぼすことはないと思われます。 

無償譲渡ということです。 

以上ご審議をお願いします。 

 

議 長 

 

 

 

山吹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

それでは、２号議案の２番の田野原の案件です。 

現地委員さんの山吹さんに行っていただいておりますので、ご報告、よろしくお願いし

ます。 

 

それでは、報告いたします。 

２月１８日に、近藤委員と一緒に伺いまして、聞き取り調査いたしました。 

〇さんは、〇さんの、いとこで、もうこちらに帰ることはない、という事で、譲り受け

てくれ、という事で、譲り受けられるという事です。 

そして、〇さん、ご夫婦も長年そこの〇さんの田も作っておられて、問題はないと思い

ます。 

それで、〇さんの、お孫さんも二人、こちらに帰られて、〇に勤められて、２～３年前

から田んぼの方も、手伝われているそうです。そういったことで耕作についても問題ない

と思います。以上です。 

 

山吹さんからの、ご報告がありました。以上のような事でございます。 

それでは、皆さんのご意見を、拝聴したいと思います。ご意見のある方、挙手、よろし

くお願いします。 

 

ご意見のある方、いらっしゃいませんか？ 

無いようでしたら、採決に移りたいと思います。 

２号議案の、田野原の案件につきまして、賛成の農業委員さんの、挙手をお願いします。 

はい、全員賛成でございますので、認可いたします。 

 

  

議 長 議案第2号3について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案第2号の3について説明します。 

農地の所在、柿木〇番1、地目畑、面積〇㎡、同じく〇番1、畑、〇㎡、譲渡人は〇さん、

山口市の方、譲受人は〇さん、柿木の方です。 

申請地は、かきのき温泉はとの湯の南西約 500ｍの場所にある農地で、譲受人が購入す

る予定の居宅から5mです。 

譲受人の農作業歴3年で機械はトラクターなど所有されておられるようです。 

柿木地区の下限面積は10aですが、取得後の経営面積が10a以上ありますので問題あり

ません。 



 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

田村委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

申請地は、隣接地に新たに居住するのに合わせて耕作される予定で周囲の農業方針に配

慮して耕作するため問題ないと思われるが、万一苦情が出た場合は責任を持って対処する

とのことです。 

無償譲渡ということです。 

以上ご審議をお願いします。 

 

事務局の説明は終わりました。現場の方を田村委員さんに見てもらっていますので、ご

報告、よろしくお願いします。 

 

先週、２月１９日土曜日に齋藤委員と一緒に現地、聞き取り調査の方に行ってまいりま

した。現在の状況は、草がちょっと残っていますが、本人が草刈りなどをする、という事

でございました。大豆や、家庭菜園として使いたい、というところで、トラクターなど準

備できている、という事でございました。以上です。 

 

はい、どうもありがとうございました。 

この案件につきまして、皆さんの、ご意見を拝聴したいと思います。 

ご意見のある方、挙手、お願いします。 

ご意見ありませんか？ 

ないようでしたら、採決に移らせていただきます。 

二号議案３番の案件につきまして、採決を行いたいと思います。 

農業委員の賛成の方の挙手を、お願いします。 

はい、ありがとうございます。全員でございますので、認可されました。 

 

議 長 議案第3号、農地法第5条の規定による許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 議案第3号について説明します。 

農地の所在は柿木〇番 3、地目畑、面積〇㎡。譲渡人は〇さん、山口市の方、譲受人は

〇さん、柿木の方です。 

転用目的は駐車場、転用理由として、隣接の住宅を購入する予定であるが、進入路およ

び駐車場がないため申請地を転用して使用したい、というものです。 

申請地の場所は先ほど議案第2号の3で申請のあった農地の隣接であり、中山間地域等

に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地ということで第

2種農地と考えられます。 

第 2 種農地は原則転用不許可ですが、代替地がない場合など許可は可能で、居宅の駐車

場としての利用ということで、この申請地以外に適当な土地がないためこの地を転用した

いというものです。 

転用の確実性について、土地及び造成費70万とのことで、金融機関による融資証明をい

ただいており資金面での問題はありません。 

周辺の農地への影響については、周囲をコンクリートで囲うので土砂等流れこまないと

思われる。排水は雨水のみで自然浸透するので問題ないと思われるが、万一近隣より苦情

が出た場合は責任を持って善処する、とのことであります。 

土地改良区からは意見なしとのことです。 

 
以上、ご審議をお願いします。 

議 長 

 

 

 

田村委員 

 

 

 

議案第３号農地法第５条の案件でございます。事務局の説明は、以上でございます。 

５条につきましても、田村さんに現地を見ていただいておりますので、よろしくお願い

します。 

 

先ほどと同じ場所でございます。 

隣接の住宅の、進入路はあるにはあるのですが、非常に狭い進入路でして、車をまわす

のも難しいという事を聞きました。ですのでこちらの方を転用して駐車場として使いたい、

という事で、こちらの方につきましても、先ほど申しておられました通り、苦情が出た場



 

 

議 長 

合は、責任をもって対処する、という事でしたので問題ないと思います。以上です。 

 

はい、ありがとうございました。 

第３条の方と関連も少しあると思われますけども、この５条の案件につきまして、農業

委員さん、その他の方の質疑をよろしくお願いします。 

ございませんでしょうか？ 

無いようでしたら採決の方に移らせていただきます。 

５条の申請につきまして、賛成の農業委員さんの挙手を求めます。 

はい、ありがとうございました。全員賛成で認可となります。 

 

議 長 議案第4 号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について、を議

題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

事務局 議案第4号について説明します。4ページから13ページになります。 

この農地利用集積計画というのは農地に利用権を設定するものになります。 

再設定と書かれているものは、以前承認されているという事もありますので説明を省か

せていただいて、新規案件のみ説明とさせていただきたいと思います。 

 

≪新規案件を読み上げ≫ 
 

 以上の案件について、基盤法の審査基準により、耕作すべき農地のすべてを効率的に利

用して耕作を行うと認められること、農業に対し意欲と能力があること、などご審議いた

だければと思います。 

 

以上ご審議をお願いします。 

 

議 長 今事務局が説明しましたように、新しく、新規の利用権設定が申請されました。この議

案についての、皆さんの、ご意見を拝聴したいと思います。 

ご意見ある方、挙手を、よろしくお願いします。 

ございませんでしょうか？ 

無いようでしたら、採決に移らせてもらってもよろしいでしょうか？ 

はい、それでは第４号議案につきまして、賛成の農業委員さんの挙手を求めます。 

はい、ありがとうございます。よって、全員賛成という事で認可されました。 

以上で終わります。 

  

  

  

  

 


